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日本ライフセービング協会  理事長 
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＜略歴＞	 横浜生まれ	 日本体育大学卒業	 同大学院体育学研究科修了。	 

	 	 	 	 	 ８６年オーストラリア	 ライフセービング検定官資格を取得し、	 

日本初のライフセービング指導者認定を受ける。	 

日本ライフセービング協会理事長として現場の救急救命の重要	 

性を通じて、生命（いのち）の教育を専門とする。	 

	 

帝京大学、東京大学医学部看護学校、横浜市スポーツ医科学センター講師を経て、 
現在、流通経済大学スポーツ健康科学部助教授、中央大学法学部講師、国士舘大 
学大学院救命救急システム科講師、内閣府特定非営利活動法人日本ライフセービ 
ング協会理事長、笹川スポーツ財団理事に就任。日本救急医学会、日本蘇生学会、 
日本体力医学会所属。著書に「Life Saving and Social Welfare」、「ライフセービ 
ング・歴史と教育」学文社、「誰でもわかる心肺蘇生法」ブックハウス HD等。 



「スポーツから救急救命を考える」   

～ 勝利の先に守る生命がある ～ 
 

流通経済大学スポーツ健康科学部  

助教授	  小	 峯	 	 力  
 
 
大学教員２０年を過ぎた今、新たな「生命教育の体系化」を研究テーマとした。 
その理由の根本は「救命の連鎖」にあり、「生命＝人生」であるという救急教育の必要性を問いつづけてき

たからである。具体的には「スポーツ救急教育論」の理論と実践である。 
大学院修了時、恩師に「学ぶことをやめたとき、教えることもやめなさい」と云われた。	  

	 私事２２年前の夏、海水浴場にて子どもの溺水に接し、残念ながら救うことができなかった。必死につづけ

た心肺蘇生の後、ストレッチャーに横たわった我が子を前にして、母親の悲鳴が病院内に響き渡った。生命の

始まりの産声は何とも言えぬ歓迎の泣きであるが、お腹を痛めた子どもの生命の終わりに接した母親の泣きは、

二度と耳にしてはならぬとして、小生の今日における教育研究の原点になった。資格だけでは人は救えないと

悟る。その後「自分のような人間をつくらない」自己反省こそが、ライフセービング教育へとつながっていっ

た。その後、オーストラリアでライフセービングを学び、人命救助が「生命を救うスポーツ」として発展し、

まるで国技レベルで国民に根づいているその歴史とスピリットは、今日の日本のスポーツ界に大きな示唆を与

えるものとして期待されている。 
そもそもライフセービングとは、人命救助を本旨とした社会的活動を意味し、一般的には水辺の事故防止の

ための実践活動と理解されている。ＷＨＯ（世界保健機構）報告から、世界における溺死は「２分に一人」、

毎年３０万人以上の犠牲者があると知る。この受け入れがたい事実が、国際ライフセービング連盟（１３７カ

国加盟）設立の最大の理由である。小生が代表を務める日本ライフセービング協会（内閣府法人認証）は、そ

の国際連盟の日本代表機関となり、その事故防止思想と実践プログラムを、ささやかにして全国へ展開する歩

みをかさねているところである。 
いずれにしても、過去の歴史にない凶悪な犯罪ニュースが日々錯綜する今日において、生命尊厳を人間の中

心におく教育は優先せねばならない。救急医学の発展はあっても、現場到着時には手遅れのケースが多すぎる

ことは自明。ゆえに「そこにいる人間が救う」という、至極当然の救命倫理と実践が一般人に求められるよう

になった。 
	 とくにスポーツという身体への激しい負荷による現場は、常に死を覚悟しなければならない瞬間（事故・ 
怪我）がある。ゆえにピッチに立つ者の大前提は「救急救命」である。 
その対応は、救急隊・医師でない理屈は整った。AED（電気ショック）の一般化である。 
脳の限界（数分以内）、社会復帰の可能性に着手できる者は、スポーツ指導者に他ならない。 
すなわち「選手を指導する＝選手の生命を預かる＝選手の人生を負う」を再考してみる。 
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                                                           出展:「保健体育教室」大修館 No.273 


